
 

 

 

 

〔 特 許 要 件 〕  

１ ． 保 護 対 象  

 発 明 は 、「 技 術 分 野 に お け る 具 体 的 課 題 を 解 決 す る た め の 活 動 に よ っ て

具 体 化 さ れ た 発 明 者 の 思 想 で あ っ て 、 物 、 ⽅ 法 、 ⼜ は こ れ ら の 改 良 や 開 発

の 形 態 を と り 得 る も の 」 と 定 義 さ れ て い ま す (1 条 2 項 )。  

２ ． 産 業 上 の 利 ⽤ 可 能 性  

 発 明 は 、 産 業 上 の 利 ⽤ 性 が あ る も の で な け れ ば な り ま せ ん (2 条 1 項 )。 

３ ． 新 規 性  

 発 明 は 、 新 規 性 を 有 す る も の で な け れ ば な り ま せ ん (2 条 1 項 )。  

 出 願 ⽇ に 、発 明 が 先 ⾏ 技 術 と 同 ⼀ で な い 場 合 に は 、新 規 性 を 有 す る と み

な さ れ ま す (3 条 1 項 )。  

 先 ⾏ 技 術 と は 、「 出 願 ⽇ ⼜ は 優 先 ⽇ よ り 前 に 、 国 内 ⼜ は 国 外 に お い て 、

書 ⾯ 、 ⼝ 頭 、 展 ⽰ ⼜ は そ の 他 の ⽅ 法 で 、 専 ⾨ 家 が 実 施 す る こ と が で き る よ

う に 公 表 さ れ て い る 技 術 」 と 定 義 さ れ て い ま す (3 条 2 項 )。  

４ ． 拡 ⼤ さ れ た 先 願 の 地 位  

 先 ⾏ 技 術 は 、審 査 対 象 の 出 願 の 出 願 ⽇ ⼜ は 優 先 ⽇ よ り も 前 の イ ン ド ネ シ

ア に お け る 出 願 ⽇ ⼜ は 優 先 ⽇ を 有 し 、当 該 特 許 出 願 の 出 願 ⽇ と 同 ⽇ ⼜ は そ

の 後 に 公 開 さ れ た 特 許 出 願 を 含 み ま す (3 条 2 項 )。  

５ ． 進 歩 性  

 発 明 は 、 進 歩 性 を 有 す る も の で な け れ ば な り ま せ ん (2 条 1 項 )。  

 発 明 が 当 業 者 に と っ て ⾃ 明 で な い 場 合 は 、当 該 発 明 は 進 歩 性 を 有 す る も

の と し て 扱 わ れ ま す (2 条 2 項 )。  

６ ． 先 願 主 義 と ⼆ 重 特 許 の 禁 ⽌  

 同 ⼀ 発 明 に 対 す る ２ 以 上 の 特 許 出 願 が 異 な る 者 に よ っ て 異 な る ⽇ に ⾏

わ れ た 場 合 に は 、最 初 に 提 出 さ れ た 出 願 の み に 特 許 が 付 与 さ れ ま す (34 条

1 項 )。  

７ ． 不 登 録 事 由  

 他 の 登 録 要 件 を 具 備 す る 発 明 で あ っ て も 、以 下 の も の は 、特 許 を 受 け る

こ と が で き ま せ ん (7 条 )。  

（ １ ）公 開 、使 ⽤ 、⼜ は 実 施 さ れ る と 、⼀ 般 的 な 規 範 や 規 則 、宗 教 的 道 徳 、

⼜ は 公 序 良 俗 に 反 す る と 考 え ら れ る 全 て の ⽅ 法 及 び 物  
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（ ２ ） ⼈ 間 ⼜ は 動 物 に 適 ⽤ さ れ る 診 断 、 治 療 、 投 薬 、 及 び ⼿ 術 の ⽅ 法  

（ デ バ イ ス 、 装 置 、 及 び 製 品 （ 特 に 物 質 ⼜ は 組 成 ） を 除 く ）  

（ ３ ） 科 学 及 び 数 学 の 分 野 に お け る 理 論 及 び ⽅ 法  

（ ４ ） 微 ⽣ 物 を 除 く 全 て の ⽣ 物  

（ ５ ） ⾮ ⽣ 物 学 的 ⽅ 法 ⼜ は 微 ⽣ 物 学 的 ⽅ 法 を 除 く 、 植 物 ⼜ は 動 物 の ⽣ 産 に

不 可 ⽋ な す べ て の ⽣ 物 学 的 ⽅ 法  

 

〔 特 許 出 願 〕  

１ ． 概 要  

（ １ ） 出 願 書 類  

 出 願 の 全 て の 要 件 を 完 全 に 満 た す た め の 書 類 は 「 完 全 提 出 書 類 」

と 称 さ れ ま す 。 完 全 提 出 書 類 に 含 め る 書 類 は 、 以 下 の 通 り で す (24

条 2 項 ､規 則 4)。  

① 知 的 財 産 総 局 作 成 の 出 願 ⽤ 紙  

② 出 願 ⼈ に よ る イ ン ド ネ シ ア 特 許 付 与 申 請  

③ 明 細 書 （ １ 以 上 の 請 求 の 範 囲 、 必 要 な 図 ⾯ 、 及 び 要 約 書 を 含 む ）  

④ 出 願 ⼈ が 発 明 者 で な い 場 合 に は 、 譲 渡 証  

⑤ 代 理 ⼈ を 通 じ て 特 許 出 願 す る 場 合 に は 、 委 任 状  

⑥ 微 ⽣ 物 の 使 ⽤ に つ い て の 詳 細 な 情 報 等  

（ ２ ） 出 願 ⾔ 語  

 特 許 出 願 は 、 イ ン ド ネ シ ア 語 で ⾏ わ な け れ ば な り ま せ ん (24 条 1

項 )。  

 た だ し 、 明 細 書 を 英 語 で 記 載 す る こ と も で き 、 こ の 場 合 に は 、 出

願 ⽇ か ら ３ ０ ⽇ 以 内 に イ ン ド ネ シ ア 語 に よ る 翻 訳 ⽂ を 提 出 し な け れ

ば な り ま せ ん (30 条 2 項 )。  

２ ． 主 た る 出 願 書 類 の 内 容  

（ １ ） 明 細 書  

 明 細 書 に は 、 以 下 の 内 容 を 記 載 し ま す (規 則 22)。  

 ① 発 明 の 分 野  

 ② 発 明 の 背 景  

 ③ 発 明 の 概 要  

 ④ 図 ⾯ の 簡 単 な 説 明  

 ⑤ 発 明 の 詳 細 な 説 明  

 ⑥ 産 業 上 の 利 ⽤ 性  

（ ２ ） 請 求 の 範 囲  



① 独 ⽴ 項 と 従 属 項  

 １ 以 上 の 独 ⽴ 項 と １ 以 上 の 従 属 項 を 含 め る こ と が で き ま す 。  

② 従 属 形 式 の 制 限  

 従 属 項 を ど の よ う に 作 成 す べ き か に つ い て の 明 ⽂ の 規 定 は な く 、

多 数 項 従 属 項 や 、 多 数 項 － 多 数 項 従 属 項 も 認 め ら れ ま す 。  

③ 請 求 項 の 数  

 請 求 項 の 数 に つ い て は 制 限 が あ り ま せ ん 。 た だ し 、 請 求 項 の 数

が １ ０ を 超 え た 場 合 は 、 超 過 分 の 請 求 項 毎 に 追 加 料 ⾦ が 発 ⽣ し ま

す 。  

④ 請 求 項 の 記 載 形 式  

 請 求 項 は 、 2 段 形 式 で 記 載 し ま す (規 則 25)。  

（ ３ ） 必 要 な 図 ⾯  

 発 明 の 説 明 を 補 助 す る た め に 必 要 な 場 合 に は 、 図 ⾯ を 添 付 す る

こ と が で き ま す (規 則 29(1) )。  

３ ． 単 ⼀ 性  

 出 願 は 、 １ つ の 発 明 ⼜ は 単 ⼀ 性 を 有 す る 複 数 の 発 明 に 対 し て の み ⾏ う

こ と が で き ま す (21 条 )。  

 単 ⼀ 性 を 有 す る 複 数 の 発 明 と は 、 新 規 性 及 び 進 歩 性 を 有 す る 互 い に 密

接 に 関 連 し た 複 数 の 発 明 で す (規 則 27)。  

 

〔 特 殊 な 出 願 〕  

１ ． 分 割 出 願  

 出 願 ⼈ が ⾃ 発 的 に 望 む 場 合 や 、審 査 官 が 発 明 の 単 ⼀ 性 要 件 を 満 た し て い

な い と し て 出 願 を 拒 絶 し た 場 合 に 、⼀ つ の 特 許 出 願 を 複 数 の 分 割 出 願 に 分

割 す る こ と が で き ま す (36 条 1 項 ､規 則 7)。  

２ ． 変 更 出 願  

 ⼩ 特 許 出 願 か ら 特 許 出 願 へ の 変 更 ⼜ は そ の 逆 の 変 更 を ⾏ う こ と も 可 能

で あ る (37 条 )。  

３ ． 国 内 優 先 出 願  

 国 内 優 先 出 願 は 規 定 さ れ て い ま せ ん 。  

４ ． 外 国 語 書 ⾯ 出 願  

 上 述 の よ う に 、 明 細 書 を 英 語 で 記 載 す る こ と も で き 、 こ の 場 合 に は 、 出

願 ⽇ か ら ３ ０ ⽇ 以 内 に イ ン ド ネ シ ア 語 に よ る 翻 訳 ⽂ を 提 出 し な け れ ば な

り ま せ ん (30 条 2 項 )。  

５ ． 仮 出 願  



 仮 出 願 は 規 定 さ れ て い ま せ ん 。  

６ ． 秘 密 特 許  

 国 家 安 全 保 障 に 関 す る 義 務 を 担 う 政 府 機 関 と 知 的 財 産 総 局 と が 協 議 し

た 結 果 、そ の 出 願 が 国 家 安 全 保 障 に 害 を 及 ぼ す 可 能 性 が あ る と 判 断 し た 場

合 は 、 特 許 出 願 は 公 開 さ れ な い こ と が あ り ま す (46 条 1 項 )。 た だ し 、 こ

の よ う な 特 許 出 願 に 対 し て 特 許 付 与 を 停 ⽌ 等 す る 旨 の 規 定 は 、設 け ら れ て

い ま せ ん 。  

 

〔 出 願 審 査 〕  

１ ． 概 要  

 ⽅ 式 審 査 を 経 て 実 体 審 査 が ⾏ わ れ ま す 。  

 実 体 審 査 に つ い て は 、 審 査 請 求 制 度 が 採 ⽤ さ れ て い ま す 。  

２ ． ⽅ 式 審 査  

 出 願 ⽇ の 認 定 要 件 、 及 び 出 願 書 類 の ⽋ 落 の 有 無 が 審 査 さ れ ま す 。  

３ ． 審 査 請 求  

 出 願 ⼈ は 、出 願 ⽇ か ら ３ ６ か ⽉ 以 内 に 、実 体 審 査 の 請 求 を ⾏ う こ と が で

き ま す (49 条 1 項 )。  

 た だ し 、 実 体 審 査 の 請 求 は 、 出 願 公 開 後 に の み ⾏ う こ と が で き ま す (規

則 52(1) )。  

４ ． 先 ⾏ 技 術 ⽂ 献 の 提 出  

 出 願 ⼈ は 、⾃ 発 的 に 、対 応 外 国 出 願 に お け る 調 査 報 告 や 審 査 結 果 を 提 出

す る こ と が で き ま す 。  

 ま た 、 知 的 財 産 総 局 は 、 出 願 ⼈ に 対 し て 、 対 応 外 国 出 願 に お け る 調 査 報

告 や 審 査 結 果 を 提 出 す る よ う 要 求 す る こ と が で き ま す (規 則 54)。  

５ ． 実 体 審 査  

（ １ ） 拒 絶 理 由 通 知  

 出 願 が 実 体 的 要 件 を 満 た し て い な い と 判 断 さ れ た 場 合 に は 、出 願 ⼈ に

対 し て 拒 絶 理 由 通 知 が 発 せ ら れ ま す 。こ の 通 知 に お い て は 、拒 絶 の 対 象

と な る 事 項 、 拒 絶 の 理 由 、 及 び 応 答 期 限 が ⽰ さ れ ま す (52 条 ｡ 規 則

55(1) (c ) )。 ま た 、 審 査 官 の 裁 量 に よ り 、 拒 絶 を 克 服 す る た め の ⽅ 向 性

が ⽰ さ れ る こ と が あ り ま す 。応 答 期 限 以 内 に 、拒 絶 理 由 が 解 消 さ れ な い

場 合 に は 、 出 願 は 取 り 下 げ た も の と み な さ れ ま す 。  

 審 査 部 が 発 ⾏ す る 拒 絶 理 由 通 知 書 の 数 に は 制 限 が あ り ま せ ん 。多 く の

場 合 、対 応 外 国 出 願 に お け る 肯 定 的 な 審 査 結 果 等 を 提 供 す る こ と に よ っ

て 、拒 絶 理 由 通 知 の 数 を 減 じ る こ と が で き る と 共 に 、早 期 の 権 利 化 を 図



る こ と が 可 能 と な り ま す 。  

（ ２ ） 特 許 審 査 期 間  

 実 体 審 査 の 期 間 は 、実 体 審 査 の 請 求 の ⽇ か ら ３ ６ か ⽉ と 規 定 さ れ て い

ま す (54 条 (a) )。  

（ ３ ） 特 許 証  

 実 体 審 査 の 結 果 、出 願 が 実 体 的 要 件 を 満 た し て い る と 判 断 さ れ た 場 合

に は 、 特 許 証 が 交 付 さ れ ま す (55 条 1 項 )。  

 

〔 審 査 結 果 に 対 す る 不 服 申 し ⽴ て 〕  

１ ． 拒 絶 に 対 す る 不 服 審 判  

 出 願 ⼈ は 、審 査 官 に よ る 出 願 の 拒 絶 に 不 服 が あ る 場 合 に は 、特 許 審 判 委

員 会 に 審 判 請 求 す る こ と が で き ま す (60 条 1 項 )。  

２ ． 商 務 裁 判 所 へ の 提 訴  

 特 許 審 判 委 員 会 か ら の 拒 絶 を 受 取 っ た ⽇ か ら ３ か ⽉ 以 内 に 、商 務 裁 判 所

に 提 訴 す る こ と が で き ま す (62 条 1 項 )。  

 

〔 備 考 〕  

1 .根 拠 条 ⽂ 等  

 こ の 情 報 は 、 以 下 の 法 律 に 基 づ い て 作 成 し て お り ま す 。 そ の 後 の 改 正 に ご

留 意 下 さ い 。  

 特 許 法 (法 律 第 14 号 改 正 )(2001 年 8 ⽉ 1 ⽇ 制 定 ) 

 特 許 規 則 (政 令 第 34 号 改 正 )(1991 年 6 ⽉ 11 ⽇ 制 定 施 ⾏ ) 

 2015 年 6 ⽉ 30 ⽇ に 、 イ ン ド ネ シ ア 法 務 ⼈ 権 省 に よ っ て 特 許 法 の 改 正 案

が 公 表 さ れ て い ま す （ 国 会 審 議 予 定 未 定 ）。  

２ .参 考 ⽂ 献 等  

 外 国 産 業 財 産 権 制 度 情 報 （ 特 許 庁 ）  

 外 国 特 許 制 度 【 ア ジ ア 編 】（ ⻫ 藤 達 也 編 著 、 発 明 協 会 ､2009 年 11 ⽉ ) 


